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2023年 1月 23日 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

（会社法第 794条 1項及び会社法施行規則第 191条に定める事前開示書類） 

 

 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号 

 株 式 会 社 ダ ブ ル エ ー 

 代 表 取 締 役 肖 俊 偉 

 

株式会社ダブルエー（以下「当社」といいます。）と株式会社玉屋の 100％子会社である株式会社ミッシュ

マッシュ（以下「吸収合併消滅会社」といいます。）は、当社と吸収合併消滅会社との間で 2023 年 1 月 20 日

付けで締結された合併契約書に基づき、同年 3月 1日を効力発生日として吸収合併（以下「本件合併」といい

ます。）を行うことを決定いたしました。 

 本吸収合併に関し、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に定める事項は、以下のとおりで

す。 

 

 

１． 吸収合併契約の内容（会社法第 794条第 1項） 

別紙のとおりです。 

 

 

２． 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191条第 1号） 

当社は、公正性・妥当性を期すため、第三者機関として株式会社レキシコムを選定し、デューデリジェンス

を実施いたしました。その上で、本合併に用いられる合併交付金の算定にあたって、独立した第三者算定機関

に対する株式価値算定等の依頼を行っておりませんが、株式会社玉屋との間で慎重に協議・検討を重ねた結果、

MISCH MASCH(ミッシュマッシュ)事業における換金性を有する資産や、本合併後の当社事業とのシナジー効果

等を多面的に評価し、当社及び株式会社玉屋との間で合理的と認められる範囲での合併交付金の決定に至りま

した。 

 

 

３． 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191条第 2号） 

該当事項はありません。 

 

 

４． 吸収合併消滅会社に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 3 号） 

（1） 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

確定した最終事業年度はありません。 

 

（2） 最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

 

５． 当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象の内容内容（会社法施行規則第 191条第 5号イ） 

該当事項はありません。 
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６． 吸収合併の効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 

191条第 6号） 

本吸収合併効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本吸

収合併後の当社の収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすよ

うな事態は、現在のところ予測されておりません。従って、本吸収合併後における当社の債務について履行

の見込があるものと判断しております。 

 

 

以 上 










	吸収合併に係る事前開示書面_20230123
	合併契約書

